
 

 

議 第 １ 号 

 

 

   草津市地域公共交通活性化再生協議会規約の改正について 

 

 

 草津市地域公共交通活性化再生協議会規約の改正について、草津市地域公共交通活性

化再生協議会規約第１９条第１号の規定に基づき、承認を求める。 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

令和４年９月２日 

 

 

 

 

草津市地域公共交通活性化再生協議会 

会長 塚口 博司 

 



１－１ 
 

規約改正・概要 

 

 

１ 改正する規約の名称  

   草津市地域公共交通活性化再生協議会規約 

 

２ 改正理由 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正されたことに伴い、「地域公共交

通網形成計画」が「地域公共交通計画」へ名称変更されたため。 

また、当協議会の委員委嘱に係る運用の見直しを行うため。 

 

３ 改正内容 

〔第３条〕 

「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に、「網形成計画」を「交通計

画」に改める。 

 

〔第４条第１号～第３号〕 

「網形成計画」を「交通計画」に改める。 

 

〔第５条〕 

「草津市長が委嘱し、または任命した者」を「草津市都市計画部長が依頼した者」

に改める。 

 

〔第５条第２号〕 

「網形成計画」を「交通計画」に改める。 

 

〔第７条第１項〕 

「２年とする」を「２年以内とし、再任を妨げない」に改める。 

 

〔第１２条第１項〕 

「２年」を「２年以内」に改める。 

 

〔第２２条第３項〕 

「記名押印」を「署名」に改める。 

 

４ 施行期日 

   令和５年４月１日 

資料 1 



草津市地域公共交通活性化再生協議会規約の一部を改正する規約 新旧対照表 

1－2 

新   規   約   （ 案 ） 旧   規   約 
第１章 総則 

第１条～第２条 （略） 

（目的） 

第３条 協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成

１９年法律第５９号。以下「法」という。）の規定に基づき、市民の

日常生活もしくは社会生活における移動または観光旅客その他の本

市を来訪する者の移動のための交通手段として利用されるすべての

公共交通機関の活性化および再生を総合的かつ一体的に推進するた

め、法第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「交通

計画」という。）の策定および変更に関する協議ならびに実施に係る

連絡調整を行うために設置する。 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 交通計画の策定および変更に関すること。 

(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために

必要なこと。 

第２章 委員等 

（協議会の委員） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから草津市都市計画部長

が依頼した者をもって構成する。 

(1) 滋賀県警察、学識経験者その他の協議会の運営上必要と認めら

れる者 

(2) 市に営業区域が存する公共交通事業者、関係団体、道路管理者

その他交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる

者が指名する者 

(3) 市民または市内交通の利用者 

(4) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(5)  市職員 

第１章 総則 

第１条～第２条 （略） 

（目的） 

第３条 協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成

１９年法律第５９号。以下「法」という。）の規定に基づき、市民の

日常生活もしくは社会生活における移動または観光旅客その他の本

市を来訪する者の移動のための交通手段として利用されるすべての

公共交通機関の活性化および再生を総合的かつ一体的に推進するた

め、法第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画（以下

「網形成計画」という。）の策定および変更に関する協議ならびに実

施に係る連絡調整を行うために設置する。 

 （事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 網形成計画の策定および変更に関すること。 

(2) 網形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) 網形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために

必要なこと。 

第２章 委員等 

（協議会の委員） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから草津市長が委嘱し、

または任命した者をもって構成する。 

(1) 滋賀県警察、学識経験者その他の協議会の運営上必要と認めら

れる者 

(2) 市に営業区域が存する公共交通事業者、関係団体、道路管理者

その他網形成計画に定めようとする事業を実施すると見込まれ

る者が指名する者 

(3) 市民または市内交通の利用者 

(4) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(5)  市職員 



草津市地域公共交通活性化再生協議会規約の一部を改正する規約 新旧対照表 

1－3 

新   規   約   （ 案 ） 旧   規   約 
第６条 （略） 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

第８条～第９条 （略） 

第３章 役員等 

第１０条～第１１条 （略） 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は、２年以内とする。 

２ 補欠または増員による任期は、前任者または現任者の残任期間とす

る。 

第１３条～第１４条 （略） 

第４章 総会 

第１５条～第２１条 （略） 

（議事録） 

第２２条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

(1) 開催日時および開催場所 

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第２０条第４項に

より当該総会に出席したと見なされた者の数および当該総会に

出席した会員の氏名 

(3) 議案 

(4) 議事の経過の概要およびその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、議長および当該総会に出席した会員のうちからその総会

において選任された議事録署名人２名以上が署名しなければならな

い。 

４ 議事録は、第２条の事務所に備え付けておかなければならない。 

第２２条第３項～第３３条 （略） 

第５章 幹事会および分科会 

第６条 （略） 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、２年とする。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

第８条～第９条 （略） 

第３章 役員等 

第１０条～第１１条 （略） 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は、２年とする。 

２ 補欠または増員による任期は、前任者または現任者の残任期間とす

る。 

第１３条～第１４条 （略） 

第４章 総会 

第１５条～第２１条 （略） 

（議事録） 

第２２条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

(1) 開催日時および開催場所 

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第２０条第４項に

より当該総会に出席したと見なされた者の数および当該総会に

出席した会員の氏名 

(3) 議案 

(4) 議事の経過の概要およびその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、議長および当該総会に出席した会員のうちからその総会

において選任された議事録署名人２名以上が記名押印しなければな

らない。 

４ 議事録は、第２条の事務所に備え付けておかなければならない。 

第５章 幹事会および分科会 

第２３条～第２４条 （略）  



草津市地域公共交通活性化再生協議会規約の一部を改正する規約 新旧対照表 

1－4 

新   規   約   （ 案 ） 旧   規   約 
第２３条～第２４条 （略）  

第６章 事務局 

第２５条～第２７条 （略） 

第７章 会計 

第２８条～第３３条 （略） 

第８章 協議会規約等の変更、協議会が解散した場合の措置 

第３４条～第３５条 （略） 

第９章 雑則 

第３６条 （略） 

付 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

第６章 事務局 

第２５条～第２７条 （略） 

第７章 会計 

第２８条～第３３条 （略） 

第８章 協議会規約等の変更、協議会が解散した場合の措置 

第３４条～第３５条 （略） 

第９章 雑則 

第３６条 （略） 

 



1－5 

要綱改正・概要 

 

 

１ 改正する要綱の名称  

  ・草津市地域公共交通活性化再生協議会設置要綱 

・草津市地域公共交通会議設置要綱 

・草津市有償運送運営協議会設置要綱 

 

２ 改正理由 

   「草津市地域公共交通活性化再生協議会規約」の委員に関する規定を改正し、委員

委嘱に係る運用の見直しを行うことから、「草津市地域公共交通活性化再生協議会」

「草津市地域公共交通会議」「草津市有償運送運営協議会」についても同様の見直しを

行うため。 

 

３ 改正内容（各要綱とも、第３条が委員に関する規定） 

  〔第３条〕 

「市長が委嘱し、または任命」を「都市計画部長が依頼」に改める。 

 

４ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



草津市地域公共交通活性化再生協議会設置要綱の一部を改正する要綱 新旧対照表 

１－６ 

 

新   要   綱   （ 案 ） 旧   要   綱 
第１条～第２条 （略） 

（委員） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから都市計画部長が依頼

する。 

(1) 市職員 

(2) 市に営業区域が存する公共交通事業者、関係団体、道路管理者

その他交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

が指名する者 

(3) 市民または市内交通の利用者 

(4) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(5) 滋賀県警察、学識経験者その他の協議会の運営上必要と認めら

れる者 

第４条～第１２条 （略） 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

第１条～第２条 （略） 

（委員） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、また

は任命する。 

(1) 市職員 

(2) 市に営業区域が存する公共交通事業者、関係団体、道路管理者

その他交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

が指名する者 

(3) 市民または市内交通の利用者 

(4) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(5) 滋賀県警察、学識経験者その他の協議会の運営上必要と認めら

れる者 

第４条～第１２条 （略） 

 

 



草津市地域公共交通会議設置要綱の一部を改正する要綱 新旧対照表 

１－７ 

新   要   綱   （ 案 ） 旧   要   綱 
第１条～第２条 （略） 

（委員） 

第３条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから都市計画部長が依

頼する。 

(1) 市職員 

(2) 市に営業区域が存する一般乗合旅客自動車運送事業者が指名す

る者 

(3) 市に営業区域が存する一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者

が指名する者 

(4) 一般社団法人滋賀県バス協会が指名する者 

(5) 一般社団法人滋賀県タクシー協会が指名する者 

(6) 市民または市内交通の利用者 

(7) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する

団体が指名する者 

(9) 道路管理者、滋賀県警察、学識経験者その他の交通会議の運営

上必要と認められる者 

第４条～第１０条 （略） 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

第１条～第２条 （略） 

（委員） 

第３条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、ま

たは任命する。 

(1) 市職員 

(2) 市に営業区域が存する一般乗合旅客自動車運送事業者が指名す

る者 

(3) 市に営業区域が存する一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者

が指名する者 

(4) 一般社団法人滋賀県バス協会が指名する者 

(5) 一般社団法人滋賀県タクシー協会が指名する者 

(6) 市民または市内交通の利用者 

(7) 近畿運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する

団体が指名する者 

(9) 道路管理者、滋賀県警察、学識経験者その他の交通会議の運営

上必要と認められる者 

第４条～第１０条 （略） 

 

 



草津市有償運送運営協議会設置要綱の一部を改正する要綱 新旧対照表 

１－８ 

新   要   綱   （ 案 ） 旧   要   綱 
第１条～第２条 （略） 

（委員） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから都市計画部長が依頼

する 

(1) 市職員 

(2) 市に営業区域が存するバス事業者、タクシー事業者その他の一

般旅客自動車運送事業者およびその組織する団体が指名する者 

(3) 市民または市域における自家用有償旅客運送の利用が想定され

る者 

(4) 近畿地方運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する

団体が指名する者 

(6) 現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に

所属する者のうちその代表者が指名する者 

(7) 学識経験者その他市長が必要と認める者 

第４条～第１０条 （略） 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

第１条～第２条 （略） 

（委員） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、また

は任命する 

(1) 市職員 

(2) 市に営業区域が存するバス事業者、タクシー事業者その他の一

般旅客自動車運送事業者およびその組織する団体が指名する者 

(3) 市民または市域における自家用有償旅客運送の利用が想定され

る者 

(4) 近畿地方運輸局滋賀運輸支局長が指名する職員 

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する

団体が指名する者 

(6) 現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に

所属する者のうちその代表者が指名する者 

(7) 学識経験者その他市長が必要と認める者 

第４条～第１０条 （略） 

 

 


